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衆
議
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員
木
村
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郎
君
提
出
国
民
の
生
命
線
た
る
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す
る
質
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に
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一
及
び
三
に
つ
い
て

高
規
格
幹
線
道
路
も
含
め
、
国
民
の
生
命
と
暮
ら
し
を
守
る
上
で
、
真
に
必
要
な
道
路
整
備
に
つ
い
て
は
、
厳
格
な
事
業

評
価
を
実
施
し
た
上
で
、
戦
略
的
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

う

国
民
の
生
命
と
暮
ら
し
を
守
る
た
め
、
水
害
、
地
震
、
津
波
等
の
災
害
時
に
お
け
る
緊
急
輸
送
や
迂
回
ル
ー
ト
の
確
保
に

資
す
る
道
路
整
備
を
進
め
る
こ
と
は
重
要
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

道
路
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
効
率
性
及
び
実
施
過
程
の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
厳
格
に
事
業
評
価
を
実

施
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
地
域
の
課
題
を
踏
ま
え
た
事
業
評
価
を
行
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
過
疎
地
域
を
結

ぶ
道
路
や
高
次
医
療
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
改
善
」
等
の
道
路
事
業
に
係
る
多
様
な
効
果
の
取
扱
い
も
含
め
、
客
観
的
か
つ
厳

格
な
事
業
評
価
の
在
り
方
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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五
に
つ
い
て

道
路
事
業
の
新
規
事
業
採
択
に
当
た
っ
て
は
、
「
国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
新
規
事
業
採
択
時
評
価
実
施
要
領
」

（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
付
け
国
官
総
第
三
百
六
十
七
号
及
び
国
官
技
第
三
百
六
十
九
号
国
土
交
通
事
務
次
官
通
達
）
等

に
基
づ
き
新
規
事
業
採
択
時
評
価
を
実
施
し
、
渋
滞
対
策
と
し
て
の
効
果
や
歩
行
空
間
の
確
保
等
の
自
動
車
や
歩
行
者
へ
の

影
響
、
地
域
経
済
に
与
え
る
影
響
、
災
害
等
に
よ
る
影
響
の
低
減
等
の
多
様
な
効
果
に
つ
い
て
把
握
し
た
上
で
、
便
益
が
費

用
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
等
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二


